
 【参考】

地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化についての一部改正について（令和2年5月29日通知）

厚生労働省「地域包括支援センターの設置運営について」（平成30年5月10日改正）

地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化についての一部改正について（令和2年5月29日通知）

地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化についての一部改正について（令和6年6月7日通知）

Ⅰ　業務推進の方針

Ⅱ　具体的な業務

①各センターが開催する介護予防ケアマネジメント研修について、地域ケア会議等から把握した課題に基づき助言・指導を行っている

②介護支援専門員の実践力向上を図ることを目的に、各センター職員等を対象とした研修会を開催し評価を行っている

③介護支援専門員のニーズや課題に基づき、解決するための対策を市に提案している

②成年後見制度の市長申し立てに関する判断について、「権利擁護に関する手引き」に基づき指導している

③消費者被害について、消費生活相談センターや警察と連携し、各センターへの支援を行っている

④権利擁護に係る取組について、各センターと協力し、民生委員・介護支援専門員等へ情報提供を行っている

（４）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

（２）総合相談支援業務

①各センターや関係機関からの相談に対し、担当者不在時も迅速に対応している 

（３）権利擁護業務

①高齢者虐待通報から終結まで、各センターを支援し、市との連携調整を図っている

②各センターが対応した相談事例について、相談件数・相談内容を集約し、傾向の把握を行っている

③各センターが対応した相談事例について、アセスメントや支援内容等も含め、記録し、対応策の検討を行っている

④各センターの処遇困難事例について、ケース会議を開催する等関係者と連携し支援している

令和７年度　基幹型地域包括支援センター事業評価票

　（１）組織運営体制

①市が定める運営方針に沿い、前年度の評価結果等を活用した事業計画を作成している

②各センターの事業計画が、前年度の評価結果等を反映しているか確認し、適切に助言している

③各センターに対して、圏域の現状やニーズ等の把握に必要な情報を提供し、活用につなげている

④センター長はセンターを統括し、市及び内部の調整を図り、業務の改善を行っている

⑤センター整備のマニュアルは、毎年全ての職員で確認し対応できるようにしている

⑥各センターが受けた苦情について、各センターから報告や協議を受ける体制を整え、指導・助言している

⑦各センターからの個人情報漏えい等の報告事案に対し、指導ができる体制を整えている

⑧個人情報を取り扱う場合の手続を明確にし、確実に履行している



（９）センター以外が実施主体となる包括的支援事業

①圏域で行う多職種協働による事例検討会の企画・実施に助言・指導を行っている

②糸島メディカルカフェと連携し、圏域の講演会・勉強会等の開催または開催支援を行っている

③市と協力し、第2層SCの活動を支援し、平準化が図れるよう取組み、評価を行っている

④地域ささえあい会議等住民主体の会議において、各センターの連携が図れるよう調整・支援を行っている

⑤市と協力し、認知症初期集中支援チームを運営し、課題について検討、改善に導いている

（８）一般介護予防事業

①各センターで行われている好事業を、他のセンターに拡充する支援を行っている

②地域のニーズを把握し、特性に応じた事業の企画・実施に向け、各センターに助言・指導を行っている

    ③各センターが住民ボランティア等と連携し既存の取組だけでなく、新たな活動の創出にむけた取組みの支援を行っ
ている

（７）指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務

①各センターや介護支援専門員等に対して、多様な地域の社会資源に関する情報を提供している

②各センターの介護予防手帳等の活用事例の増加につながる支援を行っている

③生活機能の評価及び事後予測を行い、目標設定を行うことについて、各センターに助言し、プランに活かされているか評価している

④インフォーマルサービスやセルフケアを含めたプラン作成について、各センターに助言し、プランに活かされているか評価している

（６）地域ケア会議の充実

①各センターが行う地域ケア会議に参加し、運営方法の平準化に向けた助言・指導を行っている

②多職種と連携して、自立支援・重度化防止の観点で個別事例の検討を行い、対応策をプランに反映させている

③市主催の地域ケア会議の運営について、市と協働で取り組んでいる

④各センターが行う地域ケア会議で検討された内容を把握し、個別事例の集計・分析から課題を明確にしている

⑤各センターが抽出した地域課題についてセンターと協議し、解決に向けた事業の企画立案を行っている

⑥圏域ごとの地域課題について、その解決に向けた対策を市に提案している

（５）多職種協働による地域包括支援ネットワーク構築業務

①各センターの現状を統括し、基幹型として保健・福祉・医療関係者と地域に係る課題の検討を行っている

②各センターとコミュニティセンターや校区社協とのつなぎ役となり、各センターが行う事業を支援している

③各センターと地区組織やボランティア等とのつなぎ役となり、各センターを支援している



Ⅲ　統一目標達成状況（令和８年３月末日実績）

　目標項目 実績値

　①各センターの事業実施計画作成・実践にかかる助言回数 　　回　

　②個別課題検討会議　市主催分（運営力・支援力向上型）における
    実施回数

　回　

Ⅳ　取組内容に関するコメント


